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町政に関するご提案をお寄せください。
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町民の皆様の町政に関するご提案をお寄せください。
この手紙は町長が必ず読ませていただくほか、ご住所・お名前を記入された方へは、町長・
担当課と協議のうえ、直接ご本人へ回答することとしています。お寄せいただいたご提案
は今後の町政を進めるうえの参考にさせていただきます。
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次のことにご留意のうえ、町政に対し、皆様のアイデアや夢のあるご提案をお寄せくださ
い。
・１回のご提案につき１テーマとし、簡潔に記入してください。
・いただいたご提案については、匿名により町の広報誌やホームページなどに概要を公表することがあります。
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（電話：　　　　　　　　　　　　）
隠岐の島町

【注意事項】
以下のご提案については受理できませんのでご了承ください。
（1）町政に関しないもの
（2）他人を誹謗中傷するもの
（3）営利を目的とするもの
（4）趣旨、論旨が不明なもの
（5）事実確認が困難なもの、内容が多岐にわたるもの、同じ方からの同一趣旨のご提案、その
　　他回答することが適当でないと認められるもの

●ファックス　２‐６００５　隠岐の島町役場　総務課　広報広聴係あて
●Eメール　　隠岐の島町ホームページ→町長室→町長の手紙フォームから送付可
●郵　　送　　下記用紙に記入のうえ、切り取って投函してください。
　　　　　　　記入欄が足りない場合は、別の用紙に記入いただき、封筒に同梱し投函してください。

【提案の方法】


